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四日市市食生活改善推進協議会

四日市市食生活改善推進協議会四日市市食生活改善推進協議会

四日市市食生活改善推進協議会

日 時：９月２４日（木） １０：００～１３：００

場 所：小山田地区市民センター ２階実習室

材料費：５００円

定 員：１８名

持ち物：エプロン・三角布・ふきん・台ふき・米０．５合

申込み：小山田地区市民センター（９月１８日（金）まで）

ＴＥＬ３２８－１００１

＊材料購入の都合上、欠席の場合は９月１８日（金）までに

ご連絡ください。

日日日日 時：９月９日（水）時：９月９日（水）時：９月９日（水）時：９月９日（水） １０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０１０：００～１１：３０

場場場場 所：小山田地区市民センター所：小山田地区市民センター所：小山田地区市民センター所：小山田地区市民センター ２階２階２階２階 会議室会議室会議室会議室

対象者：おおむね６５歳以上の市民の方対象者：おおむね６５歳以上の市民の方対象者：おおむね６５歳以上の市民の方対象者：おおむね６５歳以上の市民の方

持ち物：タオル・飲み物持ち物：タオル・飲み物持ち物：タオル・飲み物持ち物：タオル・飲み物

動きやすい服装で動きやすい服装で動きやすい服装で動きやすい服装で

お越しください。お越しください。お越しください。お越しください。

参加費無料、参加費無料、参加費無料、参加費無料、

申し込み不要です。申し込み不要です。申し込み不要です。申し込み不要です。

四日市市ヘルスリーダーの会

四日市市ヘルスリーダーの会四日市市ヘルスリーダーの会

四日市市ヘルスリーダーの会

健康づくり課

健康づくり課健康づくり課

健康づくり課

・おにぎらず・おにぎらず・おにぎらず・おにぎらず

（ハムレタス・ツナいんげん）（ハムレタス・ツナいんげん）（ハムレタス・ツナいんげん）（ハムレタス・ツナいんげん）

・鶏肉のトマトクリーム煮・鶏肉のトマトクリーム煮・鶏肉のトマトクリーム煮・鶏肉のトマトクリーム煮

・ごぼうのごま風味サラダ・ごぼうのごま風味サラダ・ごぼうのごま風味サラダ・ごぼうのごま風味サラダ

・オリジナルスープ・オリジナルスープ・オリジナルスープ・オリジナルスープ

・フルーツボンボン・フルーツボンボン・フルーツボンボン・フルーツボンボン

山田町の鎌谷川に架かる県道６３４号

線（小林鹿間線）の向山橋に、歩行者用

の橋が完成し、７月３０日に竣工式が行わ

れました。式では矢田連合自治会長から

『今後も安全安心なまちづくりに取り組み

たい』とあいさつがあった後、テープカット、

橋の渡り初めが行われました。

児童生徒の通学時の安全が確保され、

これを祝って鹿間町では流しそうめん

なども行われました。



西陵中学校体育祭西陵中学校体育祭西陵中学校体育祭西陵中学校体育祭

９月１６日（水）９月１６日（水）９月１６日（水）９月１６日（水） 雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延

西陵中学校運動場にて西陵中学校運動場にて西陵中学校運動場にて西陵中学校運動場にて

小山田小学校運動会小山田小学校運動会小山田小学校運動会小山田小学校運動会

９月２６日（土）９月２６日（土）９月２６日（土）９月２６日（土） 雨天順延雨天順延雨天順延雨天順延

小山田小学校運動場にて小山田小学校運動場にて小山田小学校運動場にて小山田小学校運動場にて

体育祭・運動会のお知らせ

９月４日９月４日９月４日９月４日(金金金金)

JAJAJAJA小山田支店小山田支店小山田支店小山田支店 鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場鹿間町自治会広場

１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０１０：１０～１０：４０ １０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０１０：５０～１１：２０

９月６日（日）に桜地区で防災避難９月６日（日）に桜地区で防災避難９月６日（日）に桜地区で防災避難９月６日（日）に桜地区で防災避難

訓練が実施されます。訓練が実施されます。訓練が実施されます。訓練が実施されます。

８：００～８：２０の間にサイレンが８：００～８：２０の間にサイレンが８：００～８：２０の間にサイレンが８：００～８：２０の間にサイレンが

聞こえることがありますが聞こえることがありますが聞こえることがありますが聞こえることがありますが訓練ですの訓練ですの訓練ですの訓練ですの

でご了承ください。でご了承ください。でご了承ください。でご了承ください。

問合せ：介護・高齢福祉課問合せ：介護・高齢福祉課問合せ：介護・高齢福祉課問合せ：介護・高齢福祉課 ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：３５４－８１７０３５４－８１７０３５４－８１７０３５４－８１７０ ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：３５４－８２８０３５４－８２８０３５４－８２８０３５４－８２８０

～～～～ 介護でお悩みの方へ介護でお悩みの方へ介護でお悩みの方へ介護でお悩みの方へ ぜひ一度ご相談くださいぜひ一度ご相談くださいぜひ一度ご相談くださいぜひ一度ご相談ください ～～～～

高齢者の介護は、家族や周囲の人の負担が大きく、様々な問題や悩みを抱えることも少なく高齢者の介護は、家族や周囲の人の負担が大きく、様々な問題や悩みを抱えることも少なく高齢者の介護は、家族や周囲の人の負担が大きく、様々な問題や悩みを抱えることも少なく高齢者の介護は、家族や周囲の人の負担が大きく、様々な問題や悩みを抱えることも少なく

ありません。そんな中で介護を継続していくためには、悩みを介護者だけで抱え込むのではなく、ありません。そんな中で介護を継続していくためには、悩みを介護者だけで抱え込むのではなく、ありません。そんな中で介護を継続していくためには、悩みを介護者だけで抱え込むのではなく、ありません。そんな中で介護を継続していくためには、悩みを介護者だけで抱え込むのではなく、

早い段階で専門家に相談することが必要です。早い段階で専門家に相談することが必要です。早い段階で専門家に相談することが必要です。早い段階で専門家に相談することが必要です。

四日市市では、そんな時に、身近な地域で高齢者の介護・福祉・医療に関する相談ができる四日市市では、そんな時に、身近な地域で高齢者の介護・福祉・医療に関する相談ができる四日市市では、そんな時に、身近な地域で高齢者の介護・福祉・医療に関する相談ができる四日市市では、そんな時に、身近な地域で高齢者の介護・福祉・医療に関する相談ができる

窓口として、「在宅介護支援センター」を各地区に設置しています。「在宅介護支援センター」は窓口として、「在宅介護支援センター」を各地区に設置しています。「在宅介護支援センター」は窓口として、「在宅介護支援センター」を各地区に設置しています。「在宅介護支援センター」は窓口として、「在宅介護支援センター」を各地区に設置しています。「在宅介護支援センター」は

社会福祉法人などに対して、市から業務を委託している公的機関で、３６５日２４時間社会福祉法人などに対して、市から業務を委託している公的機関で、３６５日２４時間社会福祉法人などに対して、市から業務を委託している公的機関で、３６５日２４時間社会福祉法人などに対して、市から業務を委託している公的機関で、３６５日２４時間

無料で相談に応じています。困ったときは、遠慮なくご相談ください。無料で相談に応じています。困ったときは、遠慮なくご相談ください。無料で相談に応じています。困ったときは、遠慮なくご相談ください。無料で相談に応じています。困ったときは、遠慮なくご相談ください。

＜小山田地区担当の在宅介護支援センター＞＜小山田地区担当の在宅介護支援センター＞＜小山田地区担当の在宅介護支援センター＞＜小山田地区担当の在宅介護支援センター＞

小山田在宅介護支援センター小山田在宅介護支援センター小山田在宅介護支援センター小山田在宅介護支援センター 所在地：所在地：所在地：所在地：四日市市四日市市四日市市四日市市 山田町５５７０－１山田町５５７０－１山田町５５７０－１山田町５５７０－１

ＴＴＴＴ ＥＥＥＥ ＬＬＬＬ ：３２８－１８１４：３２８－１８１４：３２８－１８１４：３２８－１８１４ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ：３２８－２６８２：３２８－２６８２：３２８－２６８２：３２８－２６８２

・指定収集袋（赤）は「広報よっかいち・指定収集袋（赤）は「広報よっかいち・指定収集袋（赤）は「広報よっかいち・指定収集袋（赤）は「広報よっかいち8888月下旬号」と同時に配布します。月下旬号」と同時に配布します。月下旬号」と同時に配布します。月下旬号」と同時に配布します。

・充電式電池・ボタン電池は・充電式電池・ボタン電池は・充電式電池・ボタン電池は・充電式電池・ボタン電池は収集できません。収集できません。収集できません。収集できません。販売店へ必ず返却販売店へ必ず返却販売店へ必ず返却販売店へ必ず返却 してしてしてして
ください。ください。ください。ください。



平成２７年国勢調査のお知らせ平成２７年国勢調査のお知らせ平成２７年国勢調査のお知らせ平成２７年国勢調査のお知らせ

「「「「高齢者高齢者高齢者高齢者・・・・障害者障害者障害者障害者のののの人権人権人権人権あんしんあんしんあんしんあんしん相談相談相談相談」」」」

強化週間強化週間強化週間強化週間のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ

近年、高齢者・障害者に対する虐待などの事案が多く発生しています。そこで、このような高齢

者・障害者をめぐる様々な人権問題の解決にむけて、今年度も全国一斉「高齢者・障害者の人権

あんしん相談」の強化週間を実施します。

～実施期間や相談～実施期間や相談～実施期間や相談～実施期間や相談の電話の電話の電話の電話番号お知らせ～番号お知らせ～番号お知らせ～番号お知らせ～

✿期間：９月７日（月）から９月１３日（日）の７日間

✿時間：午前８時３０分から午後７時（土日は午前１０時から午後５時）

✿ＴＥＬ：０５７０－００３－１１０ （全国共通フリーダイヤル・無料）

問合せ：津地方法務局人権擁護課問合せ：津地方法務局人権擁護課問合せ：津地方法務局人権擁護課問合せ：津地方法務局人権擁護課 ＴＥＬ：０５９－２２８－４１９３ＴＥＬ：０５９－２２８－４１９３ＴＥＬ：０５９－２２８－４１９３ＴＥＬ：０５９－２２８－４１９３

ＦＡＸ：０５９－２１３－３３１９ＦＡＸ：０５９－２１３－３３１９ＦＡＸ：０５９－２１３－３３１９ＦＡＸ：０５９－２１３－３３１９

１０月１日、全国一斉に国勢調査が行われます。正確な人口や世帯構成、住宅の状況など

日本の姿を知るため、国内に住む全ての人を対象として５年ごとに実施されています。調査結

果は、これからの行政を考えていく大切な資料となり、私たちの暮らしのさまざまな分野で生か

されることになります。

今回の調査から、従来の紙の調査票での回答のほか、新たにインターネットによる回答が可

能となりました。紙の調査票で回答していただく場合は、封入して調査員に提出するか、郵送で

提出するかを、世帯で選択していただけます。

●調査の方法

インターネットによる回答を推進するため、９月上旬に調査員が世帯ごとに「インターネット回答

の利用案内」を配布し、インターネット回答を９月２０日まで９月２０日まで９月２０日まで９月２０日まで受け付けます。その後、インターネット

回答がなかった世帯にのみ、９月下旬に紙の調査票を配布します。

紙の調査票は、１０月７日までに１０月７日までに１０月７日までに１０月７日までに調査員に提出していただくか、郵送で提出してください。

●調査の対象

１０月１日現在国内に常住するすべての人（「常住する人」とは、その場所に調査日現在

３か月以上住んでいる人、あるいは調査日前後を通じて３か月以上住むことになっている人）

●調査についての問合せ

国勢調査コールセンター 設置期間：８月２４日（月）～１０月３１日（土）

受付時間：午前８時～午後９時 （土・日・祝日も利用可）

ＴＥＬ：０５７０－０７－２０１５（ナビダイヤル）

ＩＰ電話の場合 ＴＥＬ：０３－４３３０－２０１５（ひかりライン）

●問合せ：ＩＴ推進課 ＴＥＬ：３２５－６０１１ ＦＡＸ：３５９－０２８６



☆住民票の住所地に、１０月以降マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。☆住民票の住所地に、１０月以降マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。☆住民票の住所地に、１０月以降マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。☆住民票の住所地に、１０月以降マイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。

やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない人は、やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない人は、やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない人は、やむを得ない理由により、住民票の住所地で受け取ることができない人は、

居所情報登録申請居所情報登録申請居所情報登録申請居所情報登録申請をしてください。をしてください。をしてください。をしてください。

☆申請の期間：平成２７年８月２４日～平成２７年９月２５日

☆申 請 先：住民票がある市町村

☆申請に必要なもの：①登録する人の本人確認書類

②居所に居住していることを証明する書類が必要です。

代理人が申請する場合には、さらに

③代理人の代理権を証明する書類

④代理人の本人確認書類も必要となります。

★申請が必要な人：①一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院、入所されている人

②ＤＶ，ストーカー行為、児童虐待等の被害者

③東日本大震災による被災者

④その他やむを得ない理由により住所地で受取ができない人

☆申請手続きする人：①申請が必要な人

②①の法定代理人及び任意代理人

☆問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

病院へは必ずしも救急車で行く必要はありません。救病院へは必ずしも救急車で行く必要はありません。救病院へは必ずしも救急車で行く必要はありません。救病院へは必ずしも救急車で行く必要はありません。救

急車の適正利用をお願いします。急車の適正利用をお願いします。急車の適正利用をお願いします。急車の適正利用をお願いします。

しかしこんな時はためらわずに救急車を呼びましょうしかしこんな時はためらわずに救急車を呼びましょうしかしこんな時はためらわずに救急車を呼びましょうしかしこんな時はためらわずに救急車を呼びましょう！！！！

・・・・自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、

動けない場合。

・意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの

症状を発見された場合

飲めるようであれば

イオン飲料を少しず

つ頻回に取らせる

脇の下・太ももの

付根などを冷やす

９月９日を９月９日を９月９日を９月９日を含む日曜日から土曜日までは「救急医療週間」です含む日曜日から土曜日までは「救急医療週間」です含む日曜日から土曜日までは「救急医療週間」です含む日曜日から土曜日までは「救急医療週間」です

熱中症の応急手当熱中症の応急手当熱中症の応急手当熱中症の応急手当 落とさなくてもよい命を救うために落とさなくてもよい命を救うために落とさなくてもよい命を救うために落とさなくてもよい命を救うために

熱中症は１００％予防できる病気です。下記のような症状を理解しましょう熱中症は１００％予防できる病気です。下記のような症状を理解しましょう熱中症は１００％予防できる病気です。下記のような症状を理解しましょう熱中症は１００％予防できる病気です。下記のような症状を理解しましょう

・適度な休憩と早め早めの水分摂取が予防のカギです。

・熱中症かなっと思ったら、涼しい場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる

・エアコンをつける、扇風機・うちわなどで風をあて、体を冷やす

四日市市南消防署四日市市南消防署四日市市南消防署四日市市南消防署 救急係救急係救急係救急係 ＴＥＬ：３４５－０５３０ＴＥＬ：３４５－０５３０ＴＥＬ：３４５－０５３０ＴＥＬ：３４５－０５３０


